
89 「ちゅらさん運動」で築く安全・安心な沖縄県 毎月3日は、「ちゅらさん運動の日」 「美ら島沖縄」2005.7「美ら島沖縄」2005.7

　
平
成
十
六
年
六
月
﹁
国
民
保
護
法
﹂
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
武
力
攻
撃
事
態
な
ど

の
場
合
に
、
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
し
、
そ
の
被
害
を
最
小
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
国
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
の
役
割
分
担
や
具
体
的
な
措
置

を
定
め
た
も
の
で
す
。

　
こ
れ
を
受
け
、
現
在
沖
縄
県
で
は
、﹁
沖
縄
県
国
民
保
護
計
画
﹂
を
策
定
中
で
す
。

武
力
攻
撃
事
態
な
ど
か
ら
県
民
を
守
る
に
は

﹁
沖
縄
県
国
民
保
護
計
画
﹂
の
作
成
に
向
け
て

な
ぜ
今
、
国
民
保
護
法
な
の
？

Ｑ1

県
の
計
画
作
成
の
課
題
は
？

Ｑ4

県
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
？ 

Ｑ5

Ｑ6

Ｑ2

こ
の
法
律
で
、
県
民
︵
国
民
︶

は
何
を
求
め
ら
れ
る
の
？

Ｑ3

こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
、

県
は
何
を
す
る
の
？

国
民
保
護
の
イ
メ
ー
ジ
が

わ
か
な
い
。

国民保護に対する県の作業フロー

武力攻撃事態などにおける国民保護のための仕組み

国民の保護に関する「基本指針」及び「計画」等

政府

自衛隊

米軍行動関連措置法ACSA�改正

米軍

国会の承認対処基本方針
（閣議決定）

対策本部長：内閣総理大臣武力攻撃事態等対策本部
国民に対する
情報提供

【自衛隊による物品・役務の提供】

【港湾施設・飛行場・道路などの利用調整】

【住民の避難】

有事法制関連法の概要（イメージ）

武力攻撃事態対処法

平成17年度

平成18年度

平成18〜 21年度

国民保護フォーラム

答申

情報の提供

避難措置の指示

救援の指示、支援

警報の発令

住民に対する

避難の指示、救援

避難住民の誘導

放送事業者による警報等の放送

日本赤十字社による救援への協力など

電気事業者・ガス事業者による

安定的な供給など

緊急通報の発令

消防に係る武力攻撃

災害の防御の指示

応急措置、警戒区域の設定

生活関連等施設の安全確保

交通規制、保健衛生確保

応急措置、警戒区域の設定

消防、廃棄物の処理

放射性物質など汚染への対処

危険物質などに関する危険の防止

生活関連など施設の安全確保

生活関連物資などの価格安定など

諮問

計画・マニュアル見直し

国　　民

訓練実施 情報収集伝達手段

資機材整備

備��蓄

その他の体制整備

知　　事

内
閣
総
理
大
臣
に
協
議

国

民

保

護

協

議

会

沖 縄 県

国民保護

計 画

指定地方公共機関業務計画

市町村国民保護計画

計
画
作
成

市
町
村
な
ど
へ
の
支
援
・
体
制
整
備

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処

国
民
生
活
の
安
定

国

国 国民の保護に関する「基本指針」

都道府県

市町村

指定公共機関・指定地方公共機関

武
力
攻
撃
な
ど
に
伴
う
被
害
の
最
小
化

消火、負傷者の搬送、被災者の救助など

保健衛生の確保

避難住民の誘導・救援

避難に関する訓練への参加

避
難
・
救
援

県防災危機管理課

TEL：098-866-2143��FAX：098-866-3204

http://www.pref.okinawa.jp/index.html

目的別メニュー（くらし）→生活・安全（防災）

市町村

国民の保護に関する「計画」

指定地方公共機関
国民の保護に関する

「業務計画」

指定行政機関（国）

国民の保護に関する「計画」

都道府県
国民の保護に関する「計画」

指定公共機関
国民の保護に関する

「業務計画」

（平成17〜平成21年度）

捕虜取扱い法

国際人道法違反処罰法

特定公共施設利用法

戦�闘

7月27日13時30分から�沖縄コンベンションセンター劇場

飛行場

道�路

住民

【避難住民などの救援】

避難先地域

港湾施設

海上輸送規制法
協力

国民保護法

国民保護

計画案作成

お知

らせ
沖縄県国民保護フォーラム

お問い

合わせ

　　
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
や
日
本
近

海
に
お
け
る
武
装
不
審
船
の
出
現

な
ど
か
ら
、
武
力
攻
撃
事
態
な
ど

を
含
む
国
家
の
緊
急
事
態
に
備
え

る
体
制
の
整
備
が
重
要
に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
を
受
け
て
武
力
攻
撃
事
態

対
処
法
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
が
、

武
力
攻
撃
事
態
な
ど
が
発
生
し
た

と
き
は
、
①
武
力
攻
撃
へ
の
対
応

の
ほ
か
に
、
②
国
民
の
生
命
な
ど

を
守
り
、
国
民
生
活
な
ど
へ
の
影

響
を
最
小
に
抑
え
る
こ
と
も
重
要

で
す
。
国
民
保
護
法
は
、
③
を
目

的
と
し
た
法
律
な
の
で
す
。

　
国
民
保
護
法
で
は
国
民
の
皆
さ

ん
に
対
し
て
①
住
民
の
避
難
や
被

災
者
の
救
援
の
援
助
、
②
消
火
活

動
、
負
傷
者
の
搬
送
又
は
被
災
者

の
救
助
の
援
助
、
③
保
健
衛
生
の

確
保
に
関
す
る
措
置
の
援
助
、
④

避
難
に
関
す
る
訓
練
へ
の
参
加
を

求
め
て
い
ま
す
が
、
義
務
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
国
民
保
護
法
で
は
、
国
、
県
及

び
市
町
村
に
﹁
国
民
保
護
計
画
﹂
、

指
定
公
共
機
関
及
び
指
定
地
方
公

共
機
関
に
﹁
国
民
保
護
業
務
計
画
﹂

の
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
計
画
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
に
応
じ
て
、
避
難
や
救

援
な
ど
の
国
民
の
保
護
に
関
す
る

こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
ま
す
。

　

�
�

　　
本
県
は
、
多
く
の
離
島
を
抱
え
、

米
軍
基
地
が
集
中
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
県
で
は
、
国
民
保

護
に
関
す
る
取
り
組
み
状
況
な
ど
、

情
報
を
で
き
る
だ
け
公
開
し
て
、

県
民
の
皆
さ
ん
の
理
解
促
進
を
図

り
、
現
状
に
あ
っ
た
計
画
を
作
成

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
今
年
度
中
の
﹁
沖
縄
県
国
民
保

護
計
画
﹂
作
成
に
向
け
て
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　
国
民
保
護
協
議
会
を
設
置
し
、

離
島
や
米
軍
基
地
周
辺
の
避
難
・

救
援
な
ど
に
つ
い
て
、
専
門
家
を

交
え
た
議
論
を
経
て
、
計
画
案
を

作
成
し
ま
す
。

　
七
月
に
は
、
﹁
沖
縄
県
国
民
保
護

フ
ォ
ー
ラ
ム
﹂
を
開
催
し
、
県
民

の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
本
県
の
国
民

保
護
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

　
最
後
に
国
へ
の
協
議
を
経
て
、
正

式
な
国
民
保
護
計
画
が
策
定
さ
れ

ま
す
。

　
考
え
る
ヒ
ン
ト
と
し
て
新
潟
県

中
越
地
震
な
ど
の
大
災
害
に
お
け

る
住
民
の
避
難
、
救
援
対
策
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　
災
害
の
発
生
原
因
は
違
い
ま
す
が
、

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
や
道
路
な
ど
が
寸

断
さ
れ
る
中
、
い
か
に
し
て
県
民

の
皆
さ
ん
を
保
護
す
る
か
と
い
う

点
で
類
似
し
ま
す
。

　
災
害
か
ら
身
を
守

る
に
は
、
一
人
一
人

の
防
災
に
対
す
る
意

識
が
大
切
で
す
。
　

皆
さ
ん
の
家
に
は
、

三
日
分
程
度
の
食
料

や
飲
料
水
の
備
え
は

あ
り
ま
す
か
？
携
帯

ラ
ジ
オ
や
懐
中
電
灯

は
使
え
ま
す
か
？
避

難
場
所
が
わ
か
り
ま

す
か
？

　
普
段
の
防
災
対
策

か
ら
考
え
て
み
ま
し

ょ
う
。

平成15年の台風14号による電柱倒壊被害（宮古島）

※ACSAとは、日米物品役務相互提供協定のこと

支援

助言

※


